
青少年の非行防止活動に向けた地域連携と環境浄化の役割
～こどもの健全な成長のために大人には何ができるのか～

江戸川大学 室城隆之



本講演の目的

１．今年度の流山市青少年社会環境浄化事業を振り返る

２．この活動の意義と今後の課題を考える



本講演の内容

Ⅰ．最近の少年非行の特徴

Ⅱ．非行とは何か？

Ⅲ．流山市青少年社会環境浄化事業とは？

Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題



Ⅰ．最近の少年非行の特徴

◆最初に、最近の少年非行の特徴についてお話しします。



千葉県の非行の状況

千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



犯罪白書令和４年版より

家庭内暴力



校内暴力

文部科学省 令和４年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



千葉県「ちばの少年非行」令和４年版より



最近の少年非行の特徴

◆小学生の事件の増加

・窃盗犯、粗暴犯

・家庭内暴力、校内暴力の増加

⇒早い時期に，非行の芽を摘む予防対策が必要になる。

◆小・中・高生が被害者になる事件も減ることがなく，虐待も増加傾向に

ある。

⇒早期発見・早期介入が必要である。

⇒子どもたちの健全育成は，地域の大人たちの責務である。



Ⅱ．非行とは何か？

では、非行とは、何なのでしょうか？

子どもはなぜ、非行をするのでしょうか？

非行には様々な原因が考えられます。

しかし、私はこのように考えています。

非行とは、幸せに生きる自由を奪われたことへの子ど
もたちの反抗である。



子どもは、様々な形で、幸せに生きる自由を奪わ
れている

1. 何らかの障害をもっているために、社会に適応できな
い。

2. 家庭が経済的あるいは構造的に安定していない。ある
いは自分を大切にしてくれない親に育てられたために、
家庭内で愛着を満たされなかった。

3. 家庭で虐待がある。

4. 学校生活についていけず、不適応状態になっている。



このような状況に対して、子どもたちはどのよう
に対処するのだろうか？

1. 自分の求めを表現、主張して、親と話し合い、改善を求め
る。

しかし、これは力のない子どもには困難である

2. 無力となり、自己主張せず、周りに従う。

3. 反抗する形で不満を主張しようとする

これが非行につながる



このような状況に対して、大人はどのように対処
するのだろうか？

1. 無力となり、自己主張せず、傍観する。

2.  行政などへの不満を主張する

3. 自分の考えを表現、主張して、話し合い、改善を求める。

4.  改善のための活動に参加する



非行防止のために大人に何ができるのだろうか？

では，我々大人は，非行防止のために何ができるのでしょう
か？

最も大切なことは，家庭で親が，学校で教師やカウンセラーが，
子どもたちの声に耳を傾け，子どもたちを大切な存在として育
むことです。

では，地域では，何ができるのでしょうか？



警察の取り組み



非行防止のために大人に何ができるのだろうか？

文部科学省や法務省においても，独自の取り組みがなされている。

では，我々には何ができるのだろうか？

その一つの取り組みが，青少年社会環境浄化事業である。



Ⅲ．流山市青少年社会環境浄化事業とは
（青少年ふれあい運動）

◆目的

青少年の健全育成及び非行防止のために，青少年に
とってよりよい社会環境の整備を行うとともに，青少年を取
り巻く大人達の健全な養育態度への認識を深め，地域・家
庭の教育力の向上を図る

①青少年にとってよりよい社会環境の整備

②大人達の健全な養育態度への認識を深める

③地域・家庭の教育力の向上を図る



流山市青少年社会環境浄化推進委員会

◆流山市民生委員児童委員協議会

◆柏地区保護司会流山支部

◆松戸人権擁護委員協議会流山部会

◆流山市小中学校校長会

◆流山市学校警察連絡協議会

◆流山市青少年相談員連絡協議会

◆流山市ＰＴＡ連絡協議会

◆流山市青少年指導センター補導員連絡協議会



地区活動実行委員会

◆南流山地区

◆南部地区

◆東部地区

◆八木地区

◆東深井地区

◆北部地区

◆常盤松地区

◆西初石地区

◆おおたかの森地区

◆おおぐろの森地区



流山市青少年社会環境浄化事業
（青少年ふれあい運動）

◆3つの活動

広報・啓発活動

地区活動

店舗調査・
店舗利用状

況調査

本事業の趣旨を広め，青
少年の健全育成及び非行
防止のための社会環境整
備への関心を高める。

店舗利用状況調査等の結
果から，各地区の青少年
の動向や養育状況などを
知り，地区の課題につい
てまとめる。

青少年に関する情報収
集を行うと同時に地域
の店舗の方と連携を図
る。



私と流山市青少年社会環境浄化事業とのかかわり
これまでの経緯

2020年度 この活動の意義の確認

2021年度 広報・啓発活動の拡充のため，「かわら版」の作成を

提言

2022年度 「かわら版」の実施と新たな提言



地域による非行防止活動の意義について

◆ここでは，小林（2002）に基づき，地域による非行防止活動の意義につ
いて考えてみたい。

＊小林寿一（2002）「地域の非行防止活動の活性化について－地域レベルのプロセスと効果
の検討－」

犯罪社会学研究，27, 74-86

◆地域の非行防止活動

1）内的非行抑制要因を育むための活動

スポーツ活動，自然体験活動，社会奉仕活動

⇒青少年や保護者が参加することによって，道徳心，忍耐力，規範意識，
遵法的な他者との愛着といった内的抑制因子を青少年の中に育む

＝適切な社会化を通して少年非行を防止する（青少年の社会参加活動）



地域による非行防止活動の意義について

2）青少年が非行を行う機会を除去する活動

繁華街でピンクビラを取り除く，成人向けの雑誌の自
動販売機を撤去するなどの環境浄化活動

繁華街での街頭補導活動やパトロール

⇒地域の成人のボランティアが活動の主体

⇒公的機関と地域住民の協働

⇒住民ボランティアが主体的な役割を果たしている地域
ほど，非行防止活動における住民ボランティアの活動水
準が高くなる。

＝住民ボランティアの果たす役割の大きさ



小林寿一（2002）より



地域による非行防止活動の意義について

1)民主的／効率的運営

地域の非行防止活動が民主的かつ効率的に運営されている
こと

①参加民主主義的なリーダーシップ

活動参加者すべてに対して，重要な決定事項に関わる意見
を表明する機会と，各々の適性を反映し，個人の技能の発達
に寄与する役割を遂行する機会が与えられること

②目標とする成果を生むように効率的に活動が運用されるこ
と

活動の計画がきちんと立てられ，警察などの公的機関や他
の民間団体などと連絡・調整が緊密に行われ，地域の多くの
資源が活用されること。



地域による非行防止活動の意義について

2)地域に対する自己効力感

自分が主体的に地域の状況に影響を及ぼすことが出来ると
いう感覚

⇒これを高めること＝活動参加者個々人に対するエンパワー
メント

①自分の行うことが地域の状況を変えうるという状況認識

②自分で地域の状況をよくしていきたいという意欲（モチ
ベーション）

③誰に働きかければ状況が変わるのかというノウハウの理解

⇒この自己効力感が住民ボランティアの活動水準を高め，活
動への取り組みを促進し，ひいては少年非行の発生を抑制す
ることにつながる



地域による非行防止活動の意義について

3)青少年に対する一般住民の働きかけ

非行防止活動の中核的なボランティアは，地域住民のごく
一部

⇒しかし，これらのボランティアの積極的活動が一般住民の
青少年に対する働きかけを促進する

⇒それがひいては，少年非行の発生を抑制する

⇒中核的なボランティアの活動にとどめることなく，地域住
民全体の幅広い活動になるようにすることが大切



1年間の活動の振り返り

1）この活動と自分

①この活動になぜ参加したのか

この活動で何をしたかったのか

②それはどの程度達成できたか（達成できたこと）

③達成できなかったことは何か。その理由は？

＊グループ討議 １０分



1年間の活動の振り返り

2）この活動の振り返り

①この活動の意義をどこに感じるか

②この活動の問題点は何か，どう改善していくか

③今後にどうつなげていくか

＊グループ討議 １０分



活動報告から見えてくる問題点

◆高校生の万引きの増加



活動報告から見えてくる問題点

１）子どもたちの状況

・高校生の万引き事例が増加している。

・親が子どもの迷惑行為を注意しない。

⇒小さい頃から、規範意識ができていない。

⇒規範意識が甘い親の影響（親のマナー違反も目立つ）

・中・高校生のたむろ、居座り行為がみられる。

⇒店舗のたまり場化

⇒非行の加害、被害につながるおそれがある



活動報告から見えてくる問題点

２）活動の課題

①保護者にどう働きかけるか

・なかなかかわら版が保護者に伝わらない、発信力が弱い

・かわら版は、保護者の皆様に読んでもらえるようなものにしたい。

・保護者は、店舗の利用調査以外に、地区内外の危険個所や不審者
情報など店舗までの環境について関心が大きい。通学路合同点検や
各校の危険ポイントマップなどの情報とリンクして、一緒に情報を得た
い。

⇒保護者にも情報発信することが重要

⇒活動報告だけでなく，保護者に有用な情報を盛り込んでいく。

（情報源となる機関との連携も必要）



活動報告から見えてくる問題点

②店舗にどのように理解し，協力してもらうか

・店舗の理解が得られす，協力してもらえない

・具体的な店舗の情報をかわら版に盛り込むことができない。活動の
意味が感じられない。

⇒店舗に対して，どのような情報を伝えていくことが有益か

⇒活動報告だけでなく，店舗に有用な情報を盛り込んでいく。

（情報源となる機関との連携も必要）



活動報告から見えてくる問題点

③地域によるインフォーマルな規範意識の強化

・親同士が店内で話に夢中になっている間、子供が店内を走り回って
いることもある。また、商品で子供をあやすなどもあるそうで、親のモラ
ル・しつけに課題ありと思われた。

・本来は模範になるはずの親世代のマナー違反（夜間のたむろ等）も
散見される傾向にあり、「児童・生徒に見られている」ことに対する意識
づけも必要か。

・商業施設で中高生の食べ歩きが散見されるが、注意すると素直に聞
くケースが多く、地域の方による声掛けが有効。

⇒親が子どもの見本になることを保護者に伝えていく。

⇒地域の大人が皆で注意をする体制作り。

⇒子ども、保護者、店舗などへの広報・啓発活動の重要性



活動報告から見えてくる問題点

④中・高校生のたむろ、居座り行為にどう対応するか

・コミュニケーションをとる場、落ち着いて勉強できる場がないことが、
ファミレスやコンビニなどに長居してしまうことにつながっているのでは
ないか。

⇒地域に発信し、児童館・公民館などの活用を考える。

⇒子どものたまる場所に、大人の眼を。



Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題

◆流山市青少年社会環境浄化事業の意義

1）青少年の現状を知ることが出来る

地区活動によるインタビューデータは，今現在の子どもたちの状況を知る

うえで，とても貴重なデータである。

⇒これは，実際に調査することによってしか得られない

⇒特に非行が潜伏化しやすい現代の状況の中で，重要である。

例）今回の調査から，小学生の万引きが増加していることや保護者の規範

意識の甘さ，中・高校生のたむろの状況などが明らかになった。

⇒また，保護者が求めていること、地域による違いなども明確になる

⇒少年非行予防対策の方向性を考える基礎になる



Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題

2）各店舗への青少年の非行防止への意欲を高めることが出来る

地区活動による調査活動は，各店舗の人たちが青少年の現状に関心
を持つきっかけになる

⇒このような活動がなければ，意識は低くなる

例）今回の調査で，各店舗の対応などを聞いていることが，今後の対応
を適切にする

⇒青少年への指導につながる

⇒この点では，たいへんかもしれないが，アンケート用紙を直接手渡しし，
回収することによって，関わりを持つことが大切になると考える。

⇒協力的でない店舗に理解してもらうことも重要か。協力的でない理由
なども聞けると良い。



Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題

◆流山市青少年社会環境浄化事業の課題

1)民主的／効率的運営

この活動にはさまざまな機関の代表が参加している

⇒それを効率的に活かすことが課題

⇒そのための方策は？

2)地域に対する自己効力感

この活動への参加者が，活動の成果を実感し，達成感，自己効力感
を感じることができることが大切

⇒次の年度の参加者にもそれが受け継がれる

⇒協力していただいている店舗の方々にどのように自己効力感をもって
いただくか？



Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題

3)青少年に対する一般住民の働きかけ

非行防止活動の中核的なボランティアは，地域住民のごく一部

⇒この活動ではさらに，一般住民である各店舗の人たちの青少年に対
する働きかけを促進している

⇒しかし，さらに広く一般住民に参加してもらうことが課題である

⇒それがひいては，少年非行の発生を抑制する

⇒では，そのためにどうすれば良いのであろうか？



Ⅳ．流山市青少年社会環境浄化事業の意義と課題

４)活動そのもののあり方の見直し

現在の活動は，店舗調査・店舗利用状況調査を中心としている。

⇒より有意義な活動はできないのか？

⇒行政も含めた参加者の意見交換が必要



私たちにできることは何でしょうか？

「こどもの健全な成長のために大人には何ができるのか」

皆で考えてみましょう。

（グループ討議 １０分）



広報資料（かわら版）の作成

◆これらの課題を解決する方法の１つとして，活動の結果をア
ウトプットする場として，各地域でこの活動の結果を踏まえた広
報資料（かわら版）を作ることを提言させていただいた。

⇒3つの活動の1つである広報・啓発活動の必要性

⇒広く一般住民の意識を高めるためには，結果を一般住民に
対して報告することが必要である

⇒そのための方策の1つとしての広報資料（かわら版）



流山市青少年社会環境浄化事業
（青少年ふれあい運動）

◆3つの活動

広報・啓発活動

地区活動

店舗調査・
店舗利用状

況調査

本事業の趣旨を広め，青
少年の健全育成及び非行
防止のための社会環境整
備への関心を高める。

店舗利用状況調査等の結
果から，各地区の青少年
の動向や養育状況などを
知り，地区の課題につい
てまとめる。

青少年に関する情報収
集を行うと同時に地域
の店舗の方と連携を図
る。



広報資料（かわら版）

◆目的：各地域の活動結果を踏まえて，その地域住民の
青少年非行防止活動への意欲を高めることを目的とする。

◆方法：各地域の活動結果を踏まえて，各地域でＡ4用紙
1枚程度の広報資料を作成する。

⇒それを各参加者がそれぞれの機関などの活動範囲で配
布するなどして活用する



広報資料（かわら版）

◆効果：

①広報資料の作成という目的に向かって，参加者がそれぞれ
自分の能力を活かして協働作業をすることができる。

⇒自己効力感につながる

②それぞれの活動場所で活用することによって，さまざまな機
関，立場の人が参加していることを活かすことが出来る。

③店舗や保護者をはじめとして，多くの住民に広報することが
でき，より広く一般住民の非行防止への意識を高めることがで
きる。

④それによって，参加者が活動の成果を実感でき，自己効力
感を高めることができる。



昨年の提言

☆地域で活動を通してコミュニティーづくりをしよう！

⇒コミュニティづくりはコミュニケーションから

⇒広報資料（かわら版）を用いて，人のつながり（ネットワー
ク）を構築しよう！

①「かわら版」を積極的に活用しよう！

⇒活動の目的や結果を「かわら版」に盛り込み，それを店
舗、関係機関、学校、保護者など幅広く配布して、子どもを
育て、見守る大人のネットワークを作ろう。

⇒それぞれの参加者が「草の根」的に拡げることで、地域
の関心を高める。



昨年の提言

②アウトプットのために、インプットを増やしましょう。

⇒この活動と共に、地域における健全な子どもの養育のため
の情報を増やし、「かわら版」に盛り込むことを考えましょう。

⇒そのために，関係機関から話を聞く機会を設けるなど、イン
プットを増やしましょう。

③非行のケア，家庭のケアなどが可能な関係機関とのネット
ワークを構築しましょう。

⇒どのような事態が起きたときに，どこに連絡するかなどのネッ
トワークをつくる（リストでも良い）

⇒そのために，関係機関から話を聞く機会を設けることも有益



流山市青少年社会環境浄化推進委員会

◆流山市民生委員児童委員協議会

◆柏地区保護司会流山支部

◆松戸人権擁護委員協議会流山部会

◆流山市小中学校校長会

◆流山市学校警察連絡協議会

◆流山市青少年相談員連絡協議会

◆流山市ＰＴＡ連絡協議会

◆流山市青少年指導センター補導員連絡協議会



昨年の提言

◆第3回地区活動実行委員会のあり方

①各地区で作成した広報資料（かわら版）を発表する場に
してはどうか。

⇒他の地区から学ぶことは少なくない。

情報交換の場に使えると良い。

②それに対して関係機関や店舗代表者、地域住民代表
者からもコメントをもらえるようにしてはどうか。

⇒シンポジウムのような形にして、専門家から学ぶ場にす
るのも良い。

＝インプットを増やして「かわら版」に反映させる。



◆コミュニティにおける「協働知」

エンパワメントのプロセスにある地域では、「オープンな精
神」による交流とコミュニケーションが行われる協働の活動
が展開され、課題を持つ人への関心と信頼と相互支援関
係の継続が可能となる。

地域エンパワメントには、課題を持つ人だけでなくそこに
住む人々、その人々に関る全ての関係者、すなわち専門
家や行政職員の個人・集団のエンパワメントが基盤となる。
・末永カツ子・平野かよ子・上埜高志（2006）「地域保健福祉活動の主体と方
法に関するコミュニティ心理学的研究」東北大学大学院教育学研究科研究年
報 第55集・第1号



協働

•協働とは、「個人、集団及び地域のエンパワメントをもたらすために、
個人では解決できない問題を持つ人々を含め異なる人々や組織が、
個人のもつ問題や地域の課題に対して、共感と関心を持ってコミット
し共通の目標に向けて、ともに活動するプロセスであり戦略である」

⇒このプロセスには、

①異なる立場の人々や組織の参加

②共通の目標や事業を持つ

③参加者間の関係性の形成と発展

④互いの役割期待と分担しての共通の活動

⑤対等な関係でのオープンな交流と対話

などが含まれる。



•協働知は、当事者及び市民の抱える経験知と、専門家およ
び行政職員がもつ専門知との直接出会う場と協働する場す
なわち接合面を確保し、行政職員および専門家も当事者と
共に新たな公共性を担う活動主体として位置づけ、 共に課
題に対して対などな関係で協働することで形成される 「知」
であり実践のプロセスそのものである。

経験知 専門知

市民 専門家・
行政職員

協働知



◆コミュニティづくりはコミュニケーションから

こどもの健全な成長のために大人には何ができるのか

⇒大人たちが協力し、真剣に取り組んでいかなけらばなら
ない。

⇒一人一人が大切な資源、宝である。

⇒一人一人が自分にできることを探し、さらに協働していく
ことが大切

⇒「３人寄れば文殊の知恵」

力を合わせることで未来が開けていく＝協働知



◆少年非行防止活動は，地域住民ひとり一人の意識が大
切！

⇒これからもこの素晴らしい活動が効果を上げていくことを期
待しています。

◆ご清聴ありがとうございました。


